


























仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和 8年１月

改訂（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）

により施行すること。 



特 記 仕 様 書 

 

１ 本特記仕様書は、安佐北区内公園緑地支障木伐採その他業務（単価契約）に適用する。 
 

２ 受注者は、契約後速やかに所定の様式により、業務着手届等を提出すること。 

 
３ 業務の実施にあたっては、発注者から指示書を受注者に交付するものとする。 

   受注者は、指示書の交付を受けた時は、当該指示書に基づき、履行期限内に作業を完了させ

るものとする。 

 
４ 作業にあたっては、周辺の施設及び家屋等を破損させることのないよう十分注意すること。

万一破損させた場合は、受注者の責任において誠実に対応し、補修等を行うこと。 

また、必要に応じて交通誘導警備員、保安施設を配置し、一般交通に支障を及ぼさないよう

十分な注意を払い実施すること。 

 

５ 高木伐採、支障枝伐採における幹周の計測については、対象樹木の根元の地表面から高さ 1.2

ｍの位置で計測すること。 

 

６ 工種のうち、支障枝伐採(３～５割程度まで)は伐採割合が全体の３～５割程度の場合に、支

障枝伐採(３割程度まで)は伐採割合が全体の３割程度までの場合に、それぞれ使用するものと

する。 

 

７ 伐採木等については、原則として以下のように処分することとするが、諸事情により以下の

処分先における処分が困難である場合は、他の処分先への搬入に関して発注者と協議した上で

その結果に従い適正に処分すること。 

なお、それぞれ処分先及び処分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。 

・伐採木 

産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設に搬入すること。 

   ・草、雑木等 

    広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。 

 

８ 受注者は、業務完了後１４日以内（閉庁日を含む。）に、所定の業務実施報告書に作業写真、

作業面積計算書（伐開、除草）、処分伝票の写しを添えて発注者に提出し、検査を受けるもの

とする。 

 

９ 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。 
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